
GMC2 会員の皆様へ 

GMC2(グレッシブメンバーズカード セカンド)重要事項説明書【GMC2 付帯補償サービス】 

 
本紙はグレッシブの会員を対象とした補償制度の「商品付帯動産総合保険」の重要事項説明書です。GMC２会員となる前に必
ずご理解いただきたい情報を記載しています。必ず最後までお読みください。 
会員に加⼊する際は、重要事項説明書等でご案内しております補償内容等がお客様のご希望に沿った内容になっているかをご確
認下さい。ご希望に沿っていない場合は加⼊出来ません。 
本紙は「商品付帯動産総合保険」に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、保険会社より契約者にお渡
ししている普通保険約款および特約条項(以下「保険約款」といいます。)を参照下さい。 
本制度に関するご不明な点は、取扱代理店「ノバリ株式会社名古屋オフィス」までお問い合わせください。 
 
Ⅰ．契約締結前におけるご確認事項 
1.商品の仕組み 
グレッシブの運営会社である株式会社 Bestnavi.jp company が契約者となり、会員様の登録された腕時計が保険責任期間中
に不測かつ突発的な事故により⽣じた損害を補償する保険です。(保険⾦のお⽀払いの対象とならない損害を除きます。) 
 
2.保険の対象、基本となる補償、保険⾦額の設定⽅法等 
① 保険の対象 
⑴ グレッシブに⼊会した会員様に対し、対象保険期間(2021 年 5 ⽉ 1 ⽇~2022 年 5 ⽉ 1 ⽇)にオーバーホールを実施した下

欄記載のすべての商品を対象とします。なお、対象(⽬的)の腕時計は 1 点毎が対象であり、1 点毎の加⼊⼿続きが必要で
す。 
正規取扱店でオーバーホールを実施※した、購⼊時価格 5 万円以上の腕時計（中古品として購⼊した物を除きます。） 
 ※オーバーホール証明書のコピーを加⼊依頼書に沿えて提出いただきます。 

⑵ ⑴の規定にかかわらず、下欄に記載するものは、保険の対象に含まれません。 
本体付属のケース、カバー、ノベルティー等の腕時計本体以外の物、購⼊後 10 年以上が経過している腕時計 

 
② 基本となる補償 
保険⾦をお⽀払いする主な場合、保険⾦をお⽀払いしない主な場合は、次のとおりです。詳細は「保険約款」をご参照ください。 
 
※保険⾦をお⽀払いする主な場合 
(1)落下・衝撃などの不測かつ突発的な事故 
(2)⽕災・破裂・爆発の事故 但し商品が滅失した場合は罹災証明書が必要となります。   
(3)保険の対象である腕時計のリューズを巻ききったことにより保険の対象に⽣じた損害 

 
※保険⾦をお⽀払いしない主な場合 
(1)盗難損害 
(2)損害を受けた保険の対象を確認できない場合の損害。ただし⽕災、落雷、破裂または爆発（「破裂または爆発」とは気体ま
たは⽔蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。）によって損害が発⽣した場合を除きます。 
(3)保険の対象の外観の損傷を伴わない損害で、保険の対象の機能に障害があるもの。ただし、保険の対象が不測かつ突発的
に落下したことによって⽣じた⽔濡れ損害は、この規定を適⽤しません。 
(4)保険の対象を着⽤している状態で⽣じた⽔濡れ損害。ただし、着⽤中に保険の対象が不測かつ突発的に破損したことによっ
て⽣じた⽔濡れによる損害については、この規定を適⽤しません。 



(5)メーカー保証の対象になる損害（物的損傷を伴わない性能上の⽋陥を含みます。）               
(6)保険の対象となる前に既に発⽣していたキズ等の損害を、オーバーホールの際に修復・交換しなかった場合         
                                                                 等 

③ お⽀払いする保険⾦ 
(1)保険の対象の損傷が修繕できる場合には保険の対象を損害発⽣直前の状態に復するために実際に要した修繕費をもって損
害の額とします。 
(2)保険の対象に⽣じた損害の額から⾃⼰負担額として 10%を控除した残額が保険価額または保険⾦額のいずれか低い額を限
度に損害保険⾦として⽀払います。 
(3)保険⾦⽀払いに代えて取扱店(購⼊店舗)にて修理受付をして現物給付を⾏う事とします。但し取扱店の事情により現物給
付が出来ない場合は、損害保険⾦を⽀払います。なお、現物給付に際して、損害を受けた保険の対象が修理可能な場合で、修
理代⾦が⽀払保険⾦より上回る場合は、その差額は購⼊者の⾃⼰負担として修理をおこないます。 
(4)損害を受けた保険の対象が修理不能な場合には保険の対象の代品の価格から保険⾦として⽀払うべき⾦額を控除した残額
の提供を購⼊者から受けた上で、取扱店が代品を交付するものとします。 
(5)保険⾦のお⽀払いが何回あっても保険⾦額は減額されず、ご契約は満期まで有効です。ただし、損害保険⾦のお⽀払いが１
回の事故で保険⾦額(保険⾦額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。)に相当する額となったときは、ご契約は損害発
⽣時に終了します。 
④ 保険⾦額の設定 
(1)保険⾦額は、保険の対象の購⼊時価格とします。ただし購⼊時価格が 100 万円を超える場合は 100 万円とします。 
(2)保険価額は、次のいずれかの時における下記の保険の対象の価額となります。 
(a)被保険者が、損害発⽣の時を客観的資料に基づいて証明した場合は、その損害発⽣の時 
(b)上記(a)以外の場合は、事故による損害発⽣の報告を取扱店が受け付けた時 
ただし、損害が発⽣した時において、未修理の損傷がある等の事情により、保険の対象の実際の価額が保険の対象の価額よりも
著しく低い場合は、その時の保険の対象の状況を考慮して決定した価額を保険価額とします。 
 
保険の対象の価額は、保険の対象の購⼊時価格にオーバーホール後の期間に応じて下欄記載の残価率を乗じて得た額とします。 

オーバーホール後の期間                      残価率 
オーバーホール後から 1 年未満                  80％ 
オーバーホール後から 1 年経過後 2 年未満          70％ 

 
⑤ 保険責任期間(補償の開始・終了時期) 
保険責任期間は、会員様が本契約の対象保険期間内にオーバーホールを実施し、その実施後の証明書と共に保険の対象を受
取った時から始まり、その時の属する⽇の２年後の応当⽇の午後 12 時までとします。 
 
3.保険契約の失効 

保険の対象が、保険の対象の購⼊者以外の⽅に次のいずれかの形態で譲渡された場合には、その事実が発⽣した時にご加
⼊の契約は効⼒を失います。 

(1)有償で譲渡された場合 
(2)保険の対象と同種の物の販売または廃業を業とする者に販売⽤の物または破棄すべき物として譲渡された場合。 
(3)⑴または⑵以外の場合で、譲渡の際に被保険者カードの引渡しが⾏われなかった場合。 
 
4.無償譲渡の場合の権利の継承 
「３．保険契約の失効」の場合を除き、保険の対象が購⼊者以外の者に譲渡された場合、その保険の対象に関するこの保険契
約の被保険者の権利および義務は、その保険の対象の譲受⼈に移転します。 

 



5.保険料の決定の仕組みと払込⽅法 
(1)保険料は、ご契約の種類・保険の対象の種類・保管場所の危険度・運送の回数、過去の損害発⽣状況等により決定されま
す。実際にご契約いただく保険料については、GMC２加⼊依頼書にてご確認ください。 
(2)保険料の払込⽅法は、ご契約時に全額を払い込む「⼀時払」と、複数の回数に分けて払い込む「分割払」があります。「分割払」
の場合は、保険料が割増となることがあります。本契約は⼀時払のご契約です。 

 
Ⅱ．その他のご確認事項 
 
＜告知義務＞ 
加⼊依頼書等に★が付された事項は、ご加⼊に関する重要な事項（告知事項）です。ご加⼊時に告知事項について正確にお答えいただく義
務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、現物給付ができな
いことや保険⾦をお⽀払いできないことがあります。 
※代理店には、告知受領権があります。 
 
＜通知義務＞ 
ご加⼊後に加⼊依頼書等に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更が⽣じた場合は、遅滞なくご加⼊の代理店または引受保険会社
にご連絡ください。ご連絡がない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、現物給付ができないことや保険⾦をお⽀払
いできないことがあります。 
※通知義務の対象ではありませんが、ご加⼊者の住所等を変更した場合は、遅滞なくご加⼊の代理店または引受保険会社にご連絡ください。 
 
＜補償の重複に関するご注意＞ 
・補償内容が同様の保険契約（特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合は、補償が重複することが 
あります。 

・補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか⼀⽅のご契約からは保険⾦が⽀払 
われない場合があります。補償内容の差異や保険⾦額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。 

 
＜ご加⼊の取消し・無効・重⼤事由による解除について＞ 
（１）ご加⼊時にご契約者または被保険者に詐欺または強迫の⾏為があった場合は、引受保険会社はご加⼊を取り消すことができます。 
（２）ご加⼊時にご契約者が保険⾦を不法に取得する⽬的または他⼈に保険⾦を不法に取得させる⽬的をもっていた場合は、ご加⼊は 

無効になります。 
（３）以下に該当する場合は、引受保険会社はご契約を解除することができます。この場合は、全部または⼀部の保険⾦をお⽀払い 

できないことがありますので、ご注意ください。 
・ご契約者または被保険者が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険⾦を⽀払わせることを⽬的として損害を⽣じさせた場合 
・ご契約者または被保険者が、暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒に該当すると認められた場合 
・この保険契約に基づく保険⾦の請求に関し、被保険者に詐欺の⾏為があった場合   等 

 
＜他の保険契約等がある場合＞ 
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険⾦をお⽀払いします。 
他の保険契約等で保険⾦や共済⾦が⽀払われていない場合 
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険⾦をお⽀払いします。 
他の保険契約等で保険⾦や共済⾦が⽀払われている場合 
損害額から既に他の保険契約等で⽀払われた保険⾦や共済⾦を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険⾦を
お⽀払いします。 



 
＜保険会社破綻時の取扱い等＞ 
引受保険会社の経営が破綻した場合等は、保険⾦、返れい⾦等のお⽀払いが⼀定期間凍結されたり、⾦額が削減されることがあります。 
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個⼈あるいは「⼩規模法⼈」（破綻時に常時使⽤する従業員等の数が 20 ⼈以下の⽇
本法⼈、外国法⼈（⽇本における営業所等が締結した契約に限ります。））またはマンション管理組合（以下「個⼈等」といいます。）で
ある場合は、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険⾦、返れい⾦等は、原則として 80％（破綻保険会社の⽀
払停⽌から 3 か⽉が経過するまでに発⽣した保険事故に係る保険⾦については 100％）まで補償されます。 
※保険契約者が個⼈等以外の者であっても、その被保険者である個⼈等がその保険料を実質的に負担すべきこととされている保
険契約のうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。 
 
＜事故が起こったとき＞ 
事故が発⽣した場合には、遅滞なくパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。 
保険⾦請求権には時効（３年）がありますのでご注意ください。 
 
＜その他ご加⼊に関するご注意事項＞ 
・代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を⾏っております。したがいまして、引
受保険会社代理店と有効に成⽴したご契約につきましては、引受保険会社と直接締結されたものとなります。 
・この保険は、株式会社 Bestnavi.jp company を保険契約者とし、ジェネラルメンバーズカードセカンド(GMC2)会員を被保険者とする動
産総合保険(商品付帯契約特約条項等セット)団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は株式会社
Bestnavi.jp company が有します。 

ご加⼊いただく際は、パンフレット等でご案内しております補償内容等がお客様のご希望に沿った内容となっていることをご確認く
ださい。ご希望に沿った内容でない場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお申し出ください。 

この保険契約は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上⽇動⽕災保険が他の引受保険会社の代理・代⾏を⾏
います。各引受保険会社は、以下の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。 
 
<引受保険会社>  

東京海上⽇動⽕災保険株式会社 
 

<お問い合わせ先> 
取扱代理店/ノバリ株式会社名古屋オフィス 愛知県名古屋市中区新栄 1-35-5-201 電話 052-253-5732 
引受保険会社/東京海上⽇動⽕災保険株式会社 担当 三河⽀店 岡崎⽀社     電話 0564-22-2153 
 
⼀般社団法⼈ ⽇本損害保険協会 そんぽ ADR センター(指定紛争解決機関) 
東京海上⽇動は、保険業法に基づく⾦融庁⻑官の指定を受けた指定紛争解決機関である⼀般社団法⼈⽇本損害保
険協会と⼿続実施基本契約を締結しています。 
東京海上⽇動との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し⽴てを⾏うことができます。詳しくは、同協会の
ホームページをご確認ください。 (https://www.sonpo.or.jp/） 

0570-022808＜通話料有料>IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。 

受付時間︓平⽇ 午前 9 時 15 分~午後 5 時(⼟・⽇・祝⽇・年末年始はお休みとさせていただきます。) 
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